
 
 

 
 
 

群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 
設計業務公募型プロポーザル評価要領 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年５⽉ 
群⾺東部⽔道企業団 

 
 
 



 
群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務公募型プロポーザル評価要領 

Ｂ−１ 
 
 

⽬次 
 
 

０．⽬次 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−１ 
 

１．趣旨 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−２ 
 

２．審査者 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−２ 
 

３．事務局 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−２ 
 

４．審査のながれ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−２ 
 

５．失格事項 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−３ 
 

６．参加表明書の審査（⼀次審査） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−３ 
 

７．技術提案書の審査（⼆次審査） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−３ 
 

８．最優秀者及び次点者の決定 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−３ 
 
 表１〜表７ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ Ｂ−４ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務公募型プロポーザル評価要領 

Ｂ−２ 
 
 

群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 
設計業務公募型プロポーザル評価要領 

 
 
１．趣旨 

本要領は、群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設に伴う設計業務を実施する事業者をプロ
ポーザルで選定するに当り、群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務公募型プ
ロポーザル実施要領に定めるもののほか、最優秀者及び次点者を選定するための審査基
準を⽰すものである。 

 
 
２．審査者  

群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務公募型プロポーザル選定委員会（以
下「委員会」という。） 

 
 
３．事務局 
  委員会の事務局は次による。 

群⾺東部⽔道企業団 庁舎建設室 
〒３７３−０８５３ 
群⾺県太⽥市浜町１１番２８号 
電話    ：０２７６−４９−５９４４ 
ＦＡＸ   ：０２７６−４８−１１４４ 
Ｅ−ｍａｉｌ：kensetsu@gtsk.or.jp 

 
 
４．審査のながれ  

（１）審査は、⼀次審査、⼆次審査の２段階とする。 
（２）⼀次審査は、提出された参加表明書等を審査する。 
（３）⼆次審査は、技術提案書等及びプレゼンテーション、提案者へのヒアリングによ

る審査を⾏う。 
（４）委員会で⼀次審査及び⼆次審査を踏まえ審議し、最優秀者（１者）及び次点者

（１者）を選定する。 
（５）⼀次審査及び⼆次審査は⾮公開で⾏う。 
（６）原則として、審査は提出者を匿名化して⾏うこととする。 
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５．失格事項 
  以下の項⽬にひとつでも該当する場合は失格とする。 

（１）群⾺東部⽔道企業団太⽥本所建設事業 設計業務公募型プロポーザル実施要領に
記載のある、参加資格要件等、及び参加表明書の配置技術者の条件を満たしていな
い場合。 

 （２）配置予定の技術者が国家公務員の場合は、国家公務員法第１０３条の規定を、地
⽅公務員の場合は、地⽅公務員法第３８条の規定を満たしていない場合。 

 
 
６．参加表明書の審査（⼀次審査） 

（１）参加表明書の審査は様式２、様式３、様式４について採点を⾏う。 
（２）採点及び集計は表１により事務局が⾏う。 
（３）事務局は審査結果を委員会に提出する。 
（４）⼀次審査の配点は３０点とする。 

 
 
７．技術提案書の審査（⼆次審査） 
 （１）技術提案書の審査は様式７、様式８、様式９、プレゼンテーション、提案者への

ヒアリングについて採点を⾏う。 
（２）採点は表６により各委員が個別に⾏う。 
（３）事務局は各委員の採点結果を集計し、平均点を算出し、審査結果委員会に提出す

る。 
（５）⼆次審査の配点は７０点とし、各委員の採点の平均により算出されるものとす

る。 
 
 
８．最優秀者及び次点者の決定 
 （１）事務局は⼀次審査の結果及び⼆次審査の結果を委員会に提出する。 
 （２）委員会は提出された結果をもとに審議を⾏い、最優秀者を１者、次点者を１者、

決定する。 
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基準点 ⼩計

総合主任担当技術者 1.0
構造主任担当技術者 1.0
電気設備主任担当技術者 1.0
機械設備主任担当技術者 1.0
管理技術者 1.0
総合主任担当技術者 1.0
構造主任担当技術者 1.0
電気設備主任担当技術者 1.0
機械設備主任担当技術者 1.0
管理技術者 0.4
総合主任担当技術者 0.4
構造主任担当技術者 0.4
電気設備主任担当技術者 0.4
機械設備主任担当技術者 0.4
管理技術者 0.4
総合主任担当技術者 0.4
構造主任担当技術者 0.4
電気設備主任担当技術者 0.4
機械設備主任担当技術者 0.4

総合監理主任技術者 1.0
構造監理主任技術者 1.0
電気設備監理主任技術者 1.0
機械設備監理主任技術者 1.0
⼯事監理者 1.0
総合監理主任技術者 1.0
構造監理主任技術者 1.0
電気設備監理主任技術者 1.0
機械設備監理主任技術者 1.0
⼯事監理者 0.4
総合監理主任技術者 0.4
構造監理主任技術者 0.4
電気設備監理主任技術者 0.4
機械設備監理主任技術者 0.4
⼯事監理者 0.4
総合監理主任技術者 0.4
構造監理主任技術者 0.4
電気設備監理主任技術者 0.4
機械設備監理主任技術者 0.4

表１ 参加表明書の審査

経験のある
⽴場／役割

経験のある⽴場／役割について評価する。記載
のある実績の中から最も優れている⽴場／役割
について、基準点に表４による評価係数を乗じ
た点の⼩計により評価する。

2.0

経験年数 配置技術者の経験年数について評価する。基準
点に表５による評価係数を乗じた点の⼩計によ
り評価する。 2.0

合計点 30.0

経験 設計業務実績 配置技術者の業務の実績について評価する。過
去15年間（平成20年4⽉以降）に⾏った、同
種・同規模施設、同種施設、類似施設の設計業
務実績について、基準点に表２による評価係数
を乗じた点数の⼩計により評価する。

5.0

配点
評価項⽬ 評価基準

様式
（２）

経験

様式
（４）

能⼒ 専⾨分野の
技術者資格

各分野の配置技術者の資格について、基準点に
表３による評価係数を乗じた点数の⼩計により
評価する。（管理技術者は含まない。）

専⾨分野の
技術者資格

設計業務実績 設計企業の業務の実績について評価する。過去15年間（平成20年4⽉以降）に
⾏った、同種・同規模施設、同種施設、類似施設の設計業務実績について、基準
点に表２による評価係数を乗じた点数の⼩計により評価する。

経験のある⽴場／役割について評価する。記載
のある実績の中から最も優れている⽴場／役割
について、基準点に表４による評価係数を乗じ
た点の⼩計により評価する。

2.0

様式
（３）

5.0

配置技術者の業務の実績について評価する。過
去15年間（平成20年4⽉以降）に⾏った、同
種・同規模施設、同種施設、類似施設の設計業
務実績について、基準点に表２による評価係数
を乗じた点数の⼩計により評価する。

能⼒

経験 設計業務実績

経験のある
⽴場／役割

4.0

各分野の配置技術者の資格について、基準点に
表３による評価係数を乗じた点数の⼩計により
評価する。（⼯事監理者は含まない。） 4.0

3.0 3.0

設計受賞
実績

設計受賞実績について評価する。評価対象は管
理技術者及び総合主任担当技術者のみとする。
基準点に表２による評価係数を乗じた点の⼩計
により評価する。

管理技術者 0.5

総合主任担当技術者 0.5
1.0

2.0

経験年数 配置技術者の経験年数について評価する。基準
点に表５による評価係数を乗じた点の⼩計によ
り評価する。
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評価項⽬

設計業務実績

評価項⽬ 評価基準 評価係数
同種・同規模施設が２件以上ある場合 1.0

同種施設が２件以上ある場合
上記以外の場合
記載がない場合

0.4
0.2
0.0

同種・同規模施設が１件かつ同種施設が１件以上ある場合 0.8
同種・同規模施設が１件ある場合 0.6

総合

評価基準 評価係数
⼀級建築⼠ 1.0
⼆級建築⼠ 0.5
その他 0.2
構造設計⼀級建築⼠、⼀級建築⼠ 1.0

経験のある
⽴場／役割

管理技術者
⼯事監理者

電気設備

機械設備

専⾨分野の
技術者資格

評価項⽬ 評価基準

設備設計⼀級建築⼠、⼀級建築⼠、建築設備⼠、技術⼠ 1.0
⼆級建築⼠、⼀級管⼯事施⼯管理技⼠ 0.5
その他 0.2

設備設計⼀級建築⼠、⼀級建築⼠、建築設備⼠、技術⼠ 1.0
⼆級建築⼠、⼀級電気⼯事施⼯管理技⼠、電気主任技術者 0.5
その他 0.2

その他 0.2
構造

１３年未満

⼆級建築⼠ 0.5

0.6

主任担当技術者
監理主任技術者

１３年以上 1.0

５年以上、８年未満

評価係数
管理技術者⼜は⼯事監理者に準ずる⽴場 1.0
主任担当技術者⼜は監理主任技術者に準ずる⽴場 0.5
担当技術者に準ずる⽴場 0.2
管理技術者⼜は⼯事監理者に準ずる⽴場 1.0
主任担当技術者⼜は監理主任技術者に準ずる⽴場 1.0
担当技術者に準ずる⽴場 0.5

表２ 設計実務実績（設計企業／配置技術者／設計受賞実績）

表３ 配置技術者の専⾨分野の技術者資格

表４ 配置技術者の経験のある⽴場／役割

表５ 配置技術者の経験年数

0.6
５年未満 0.5

１３年以上、１８年未満 0.7

８年以上、１３年未満 0.8

主任担当技術者
監理主任技術者

評価項⽬ 評価基準 評価係数

経験年数

管理技術者
⼯事監理者

２３年以上 1.0
１８年以上、２３年未満 0.9
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基準点 ⼩計

良好 ５
やや良好 ４
普通 ３
やや不⼗分 ２
不⼗分 １

評価項⽬ 評価基準 評価係数

評価の度合い

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

技術提案書等及びプレゼンテーション、提案者へのヒアリングにより評価する。
当該業務を実施する上での課題や問題点を把握しており、積極的に取り組む姿勢
がうかがえる場合に優位に評価する。基準点に表７による評価係数を乗じた点数
の⼩計により評価する。

取り組み姿勢

合計点 70.0

5.0

業務の理解度

業務の実施⽅針

基本整備⽅針に対す
る技術提案

業務スケジュール

全体事業費の圧縮に
関する提案

設計・施⼯スケジュールの効率的な設定及び⼯期短縮の具体的な提案等を評価す
る。基準点に表７による評価係数を乗じた点数の⼩計により評価する。

施⼯前・施⼯後におけるライフサイクルコストを含む全体事業費の圧縮に関する
提案について、的確性、実現性、独創性を総合的に評価する。基準点に表７によ
る評価係数を乗じた点数の⼩計により評価する。

5.0

5.0 5.0

10.0

10.0

10.0

基本整備⽅針①
利⽤しやすく親しみやすい快適
な庁舎

基本整備⽅針②
住⺠の⽣活を守る安全・安⼼な
庁舎

基本整備⽅針③
⻑時間にわたって使⽤できる効
率的で経済的な庁舎

10.0

5.0 5.0

10.0 10.0

5.0 5.0

40.0

業務内容、業務背景の理解が⾼い場合に優位に評価する。基準点に表７による評
価係数を乗じた点数の⼩計により評価する。

基本⽅針に対する内容を除いた業務への取組体制、設計チームの特徴（協⼒体
制・業務分担体制等）、設計上の配慮事項等について、的確性、実現性、独創性
を総合的に評価する。基準点に表７による評価係数を乗じた点数の⼩計により評
価する。

基本整備⽅針④
地球環境に優しくエコな庁舎

基本整備⽅針について、その的確性（与条件と
の整合性が取れているか等）、実現性（提案内
容が理論的に裏付けられており、説得⼒のある
提案となっているか等）、独創性（課題に対す
る創造的な提案がされているか等）を考慮して
総合的に評価する。基準点に表７による評価係
数を乗じた点数の⼩計により評価する。

評価項⽬ 評価基準
配点

様式
（７）
様式
（８）
様式
（９）

表６ 技術提案書の審査

表７ 技術提案書の評価の度合い
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